
第３６号議案 

   足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１９年２月２０日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 足立区道路占用料等徴収条例（昭和２８年足立区条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「昭和２７年政令第４７９号」の次に「。以下

「令」という。」を加え、「第１９条」を「第１８条」に改める。 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「４,５７０」を

「５,４８０」に、「７,１４０」を「８,５６０」に、「９，６８０」

を「１万１，６００」に、「２，６００」を「３，１２０」に、「４，

２００」を「５，０４０」に、「５，７９０」を「６，９４０」に、「３

６０」を「４３０」に、「４８」を「５７」に、「地下電線その他地下

に設ける」を「地下に設ける電線その他の」に、「２４」を「２８」に、

「３，６００」を「４，３２０」に、「２，４００」を「２，８８０」

に、「７，４４０」を「８，９２０」に、「１万７，７００」を「１万

７，０００」に、「６，５６０」を「７，８７０」に改め、同表法第３

２条第１項第２号に掲げる物件の項中「２４０」を「２８０」に、「３

６０」を「４３０」に、「４８０」を「５７０」に、「９８０」を「１，

１７０」に、「２，４００」を「２，８８０」に、「４，８００」を「５，

７６０」に改め、同表法第３２条第１項第３号に掲げる施設の項中「５，

０４０」を「６，０４０」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げ

る施設の項中「６，５６０」を「７，８７０」に改め、同表法第３２条

第１項第５号に掲げる施設の項中「１万１，８００」を「１万１，３０

０」に、「５，８９０」を「５，６６０」に、「５，７１０」を「６，



８５０」に改め、同表法第３２条第１項第６号に掲げる施設の項中「１

万７，７００」を「１万７，０００」に改め、同表道路法施行令（昭和

２７年政令第４７９号。以下「令」という。）第７条第１号に掲げる物

件の項中「道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下「令」とい

う。）」を「令」に、「１万７，７００」を「１万７，０００」に、「６，

０００」を「７，２００」に、「１７万７，０００」を「１７万」に、

「８万８，５００」を「８万５，０００」に改め、同表令第７条第２号

に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる工事用材料置場の項中「仮

囲」を「板囲」に、「９，０７０」を「１万８００」に、「２，９００」

を「３，４９０」に、「１万７，７００」を「１万７，０００」に改め、 

同表令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同条第５号に掲げる仮設収

容施設の項中「６，５６０」を「７，８７０」に改める。 

 別表中 

「 

階数が１の

もの 

Ａに0.006を

乗じて得た額

階数が２の

もの 

Ａに0.008を

乗じて得た額

階数が３の

もの 

Ａに0.011を

乗じて得た額

上空、トンネル

の上又は高速自

動車国道若しく

は自動車専用道

路（高架のもの

に限る。）の路

面下に設けるも

の 
階数が４以

上のもの 

Ａに0.012を

乗じて得た額

令第７条

第８号及

び第９号

に掲げる

施設 

その他のもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき 

１年 

Ａに0.024を

乗じて得た額

                                」 

を 

「 



令第７条第８号に掲げる器具 占用面積１

平方メート

ルにつき 

１年 

Ａに0.024を

乗じて得た額

階数が１の

もの 

Ａに0.006を

乗じて得た額

階数が２の

もの 

Ａに0.008を

乗じて得た額

階数が３の

もの 

Ａに0.011を

乗じて得た額

上空、トンネル

の上又は高速自

動車国道若しく

は自動車専用道

路（高架のもの

に限る。）の路

面下に設けるも

の 
階数が４以

上のもの 

Ａに0.012を

乗じて得た額

令第７条

第９号及

び第１０

号に掲げ

る施設 

その他のもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき 

１年 

Ａに0.024を

乗じて得た額

                                」 

に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 占用料を改定するとともに、道路法施行令の改正に伴い、規定を整備

する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


